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平成20年第２回定例会審議

　平成20年第２回定例会が、６月５日から６月19日までの15

日間の会期で開催されました。今定例会では、平成20年度各会計

補正予算、条例の制定及び一部改正などについて、各所管の常任委

員会へそれぞれ付託して審査を行ったほか、９日、10日の２日間

において一般質問（後頁Ｐ８～10）が行われました。

今
定
例
会
に
上
程
さ
れ
た
議
案
等
の
要

旨
は
次
の
と
お
り
で
す
。

報
告
第
１
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

▼
市
道
㋠
６
号
線
整
備
事
業
の
逓
次

繰
越
額
等
を
議
会
に
報
告
す
る
も

の
で
す
。

報
告
第
２
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書
に
つ

い
て

報
告
第
３
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
下
水

道
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越

計
算
書
に
つ
い
て

▼
報
告
第
２
号
・
報
告
第
３
号
は
、
繰

越
明
許
費
計
算
書
を
議
会
に
報
告
す

る
も
の
で
す
。

報
告
第
４
号

平
成
20
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
土
地

開
発
公
社
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画

並
び
に
収
支
予
算
に
つ
い
て

報
告
第
５
号

平
成
19
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
土
地

開
発
公
社
事
業
決
算
に
つ
い
て

▼
報
告
第
４
号
・
報
告
第
５
号
は
、
土

地
開
発
公
社
の
事
業
計
画
並
び
に

事
業
決
算
を
議
会
に
報
告
す
る
も

の
で
す
。

承
認
第
１
号

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て　

承
認

▼
副
市
長
の
給
料
月
額
の
特
例
に
関
す

る
条
例
を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

質
疑　

条
例
制
定
に
つ
い
て
、
急
を

要
す
る
案
件
で
は
な
い
。
不
祥
事
の

事
務
処
理
に
問
題
は
な
か
っ
た
か
。

市
長　

職
員
の
不
祥
事
に
対
し
、
指

導
監
督
者
の
責
任
を
と
る
と
い
う
意

味
で
副
市
長
自
ら
申
し
出
た
も
の

で
、
給
与
月
額
を
３
箇
月
減
額
す
る

特
例
条
例
を
制
定
し
た
も
の
で
す
。

関
係
職
員
に
対
す
る
処
分
・
指
導
を

行
い
ま
し
た
の
で
時
期
を
逸
し
な
い

よ
う
専
決
し
た
も
の
で
す
。

質
疑　

職
員
の
モ
ラ
ル
が
欠
け
て
い

る
と
見
受
け
ら
れ
る
。
採
用
時
の
宣

誓
書
に
つ
い
て
伺
う
。

市
長　

新
任
職
員
等
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
研
修
に
含
め
、
ま
た

副
市
長
中
心
に
訓
示
等
を
行
っ
て

い
ま
す
。

承
認
第
２
号

専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て　

承
認

▼
か
す
み
が
う
ら
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
、
地
方
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
平
成

20
年
４
月
30
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
し
た

も
の
で
す
。

質
疑　

公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民

税
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て
市
長
は
ど

う
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
対
象

者
、
そ
の
額
は
お
よ
そ
ど
れ
位
か
。

市
長　

従
来
納
税
義
務
が
生
じ
た
方

は
市
役
所
や
金
融
機
関
で
の
納
税
と

な
り
ま
す
が
、
今
般
の
特
別
徴
収
制

度
は
自
動
的
に
納
税
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
高
齢
者
で
あ
る
年
金

受
給
者
の
利
便
性
が
図
れ
る
こ
と
が

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
市
に
お
い
て
も
課
税
及
び
収
納

事
務
に
お
い
て
効
率
が
図
れ
る
も
の

と
考
え
ま
す
。

市
民
部
長　

特
別
徴
収
に
つ
い
て
、

19
年
度
課
税
を
モ
デ
ル
に
し
て
65
歳

以
上
の
年
金
所
得
に
か
か
る
納
税
義

務
者
は
２
，
０
５
４
人
で
す
。
年
金

か
ら
特
別
徴
収
す
る
税
額
に
つ
い
て

は
、
推
定
で
１
億
３
，
１
５
０
万
円

と
見
込
ん
で
い
ま
す
。

質
疑　
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
導
入
に

つ
い
て
市
長
の
見
解
は
。

市
長　

生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
を

応
援
し
た
い
、
ま
た
貢
献
し
た
い
と

い
っ
た
皆
様
の
気
持
ち
を
実
現
す
る

た
め
の
寄
付
金
制
度
と
認
識
し
て
お

り
ま
す
。　

　
　

市
税
条
例
に
お
い
て
、
寄
付
金

税
額
控
除
の
制
度
を
導
入
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

　
　

ふ
る
さ
と
に
対
す
る
意
識
を
高

め
る
と
い
う
意
味
で
は
、
意
義
が

あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
国
の
制
度
、

ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
執
行
い
た
し

ま
す
。
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議
案
第
35
号

平
成
20
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）　

可
決

▼
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
５
，
８
７
６
万
３
千
円
を

増
額
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

１
４
１
億
１
，
８
７
６
万
３
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

質
疑　

統
合
保
育
所
整
備
費
に
つ
い

て
補
正
予
算
の
内
容
を
伺
う
。

市
長　

４
月
18
日
に
国
か
ら
次
世
代

育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の

内
示
を
受
け
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

の
予
算
額
が
確
定
し
ま
し
た
の
で
、

追
加
補
正
を
お
願
い
す
る
も
の
で

す
。
送
迎
バ
ス
購
入
補
助
金
計
上
に

つ
い
て
は
、
保
育
所
の
統
合
と
送
迎

バ
ス
の
運
行
は
、
保
護
者
の
負
担
を

軽
減
す
る
意
味
か
ら
切
り
離
す
こ
と

の
出
来
な
い
こ
と
で
あ
り
、
統
合
の

前
提
で
も
あ
り
ま
す
。

質
疑　

国
庫
補
助
金
に
お
け
る
「
再

編
交
付
金
」
は
、
在
日
米
軍
の
再
編

に
伴
い
航
空
自
衛
隊
百
里
基
地
が
米

軍
機
の
訓
練
移
転
先
に
決
ま
っ
た
こ

と
に
関
連
す
る
交
付
金
か
。

市
長
公
室
長　

今
回
、
国
か
ら
一

時
交
付
金
で
１
，
２
７
５
万
５
千

円
が
内
示
さ
れ
て
お
り
、
歳
出
で

８
０
３
万
３
千
円
を
予
算
計
上
し
ま

し
た
。

　
　

当
初
、
一
般
単
独
補
助
で
地
域
集

会
施
設
整
備
補
助
金
を
計
上
し
ま
し

た
が
、
田
伏
・
上
根
地
区
に
つ
い
て

は
騒
音
第
１
種
区
域
に
該
当
し
、
再

編
交
付
金
対
象
区
域
に
な
り
ま
す

の
で
、
新
た
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
整
備
事
業
の
補
助
要
綱
を
策
定

し
補
助
金
を
計
上
い
た
し
ま
し
た
。

質
疑　

農
業
振
興
費
の
補
助
金
の
内

容
に
つ
い
て
伺
う
。

環
境
経
済
部
長　

県
補
助
金
の
確

定
で
４
０
１
万
３
千
円
で
す
。
い
ば

ら
き
農
業
元
気
ア
ッ
プ
チ
ャ
レ
ン

ジ
事
業
費
補
助
金
55
万
８
千
円
は
Ｊ

Ａ
茨
城
千
代
田
ハ
ウ
ス
部
会
に
交

付
す
る
も
の
で
す
。
い
ば
ら
き
の

園
芸
産
地
改
革
支
援
事
業
補
助
金

３
４
５
万
５
千
円
は
Ｊ
Ａ
土
浦
蓮
根

部
会
の
製
氷
機
導
入
補
助
金
で
す
。

質
疑　

教
育
費
の
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査

委
託
に
つ
い
て
伺
う
。

教
育
部
長　

小
学
校
費
に
お
い
て
学

校
数
５
箇
所
を
予
定
、
公
民
館
費
で

中
央
公
民
館
講
堂
他
機
械
室
を
含
め

３
箇
所
、
多
目
的
会
館
で
機
械
室
と

天
井
等
２
箇
所
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。
体
育
施
設
に
お
い
て
は
勤
労
者

体
育
セ
ン
タ
ー
と
B
＆
Ｇ
体
育
館
２

箇
所
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

議
案
第
36
号

か
す
み
が
う
ら
市
監
査
委
員
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に

関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
健
全
化
判
断
比
率
、
資
金
不

足
比
率
の
公
表
に
あ
た
り
、
監
査
委

員
の
審
査
に
付
し
、
議
会
へ
の
報
告

が
義
務
化
さ
れ
る
も
の
で
す
。

議
案
第
37
号

か
す
み
が
う
ら
市
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁

償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て　

可
決

▼
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
非
常
勤

講
師
の
報
酬
額
に
つ
い
て
、
茨
城
県

の
要
項
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
38
号

か
す
み
が
う
ら
市
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て　

可
決

▼
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
基
礎
課
税
額
に
係
る
課
税
限
度

額
並
び
に
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

課
税
額
の
課
税
限
度
額
が
定
め
ら
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
も
の
で
す
。

質
疑　

基
礎
課
税
限
度
額
の
上
限
引

き
上
げ
に
つ
い
て
、
前
年
度
決
算
と

今
年
度
に
お
け
る
国
保
限
度
額
到
達

世
帯
の
割
合
と
総
額
を
伺
う
。

市
民
部
長　

平
成
19
年
度
本
算
定

時
、
医
療
分
に
つ
い
て
限
度
額
世

帯
３
５
６
世
帯
（
国
保
加
入
世

帯
の
４
・
１
５
％
）、
限
度
超
過
額

１
億
７
，９
６
５
万
３
千
円
と
な
り
、

介
護
分
は
限
度
額
世
帯
１
０
６
世
帯

（
国
保
加
入
世
帯
の
２
・
３
８
％
）、

限
度
超
過
額
７
４
１
万
９
千
円
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

平
成
20
年
度
予
算
見
積
り
で
、
新

た
に
後
期
高
齢
者
支
援
分
が
賦
課
さ

れ
、
こ
れ
に
伴
い
限
度
額
で
３
万
円

▲現在の志士庫保育所
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増
と
な
り
ま
す
。
医
療
分
に
つ
い

て
限
度
額
世
帯
４
１
２
世
帯
（
国

保
加
入
世
帯
の
５
・
５
８
％
）、
限
度

額
は
９
万
円
引
き
下
げ
ら
れ
47
万

円
で
す
が
、
限
度
超
過
額
２
億
２
，

１
４
８
万
６
千
円
に
な
り
ま
す
。

　

介
護
分
は
限
度
額
世
帯
99
世
帯

（
国
保
加
入
世
帯
の
２
・
３
１
％
）、

限
度
超
過
額
１
，
４
５
０
万
円

６
千
円
で
す
。

　
　

後
期
高
齢
者
支
援
分
に
つ
い
て

は
、
限
度
額
世
帯
２
７
８
世
帯
（
国

保
加
入
世
帯
の
３
・
７
７
％
）
で
す
。

質
疑　

第
６
条
特
定
世
帯
に
つ
い

て
、
世
帯
分
離
及
び
世
帯
合
併
に
よ

り
国
保
税
の
節
税
を
行
う
こ
と
の
市

の
見
解
を
伺
う
。

市
民
部
長　

世
帯
の
分
離
・
合
併

に
つ
い
て
は
、
国
保
税
だ
け
を
も
っ

て
判
断
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考

え
ま
す
。

議
案
第
39
号

か
す
み
が
う
ら
市
地
域
福
祉
セ
ン

タ
ー
建
設
審
議
会
条
例
の
廃
止
に
つ

い
て　

可
決

▼
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
竣
工
し
、
建

設
に
関
す
る
調
査
審
議
は
終
了
し
た

た
め
、条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
40
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て　

可
決

議
案
第
41
号

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て　

可
決

▼
議
案
第
40
号
、
41
号
は
、
下
稲
吉
地

内
都
市
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
く
開

発
行
為
に
よ
り
、
市
道
と
し
て
認
定

す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
42
号

平
成
20
年
度
か
す
み
が
う
ら
市
老
人

保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）   

可
決

▼
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
２
，
４
３
０
万
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

３
億
４
９
７
万
８
千
円
と
す
る
も
の

で
す
。
平
成
19
年
度
月
遅
れ
の
医
療

費
の
精
算
に
要
す
る
経
費
を
計
上
す

る
も
の
で
す
。
歳
入
に
つ
い
て
は
、

国
庫
支
出
金
の
医
療
費
負
担
金
に
つ

い
て
、
平
成
19
年
度
の
実
績
に
伴
い

過
年
度
分
と
し
て
追
加
交
付
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
計
上
し
ま
す
。

議
案
第
43
号

か
す
み
が
う
ら
市
教
育
委
員
会
委
員

の
任
命
に
つ
い
て　

同
意

議
案
第
44
号

か
す
み
が
う
ら
市
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て　

同
意

議
案
第
45
号

か
す
み
が
う
ら
市
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て　

同
意

議
案
第
46
号

か
す
み
が
う
ら
市
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て　

同
意

議
案
第
47
号

か
す
み
が
う
ら
市
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て　

同
意

質
疑　

公
募
を
し
て
、
広
く
人
材
を

求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

総
務
部
長　

人
選
に
当
た
り
ま
し
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
色
々
な
ご
経
験
を
お

も
ち
の
方
と
い
う
こ
と
で
す
。

諮
問
第
２
号

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て　

答
申

諮
問
第
３
号

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て　

答
申

諮
問
第
４
号

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て　

答
申

○　

人
事
案
件

 

【
教
育
委
員
】

齋
藤　

泰
雄　
（
柏
崎
）

平
成
20
年
６
月
19
日　

同
意

 

【
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
】

米
山　
　
　

繁
（
宍
倉
）

島
田　
　

栄
一
（
牛
渡
）

中
島　

由
美
子
（
稲
吉
東
）

大
橋　
　
　

稔
（
稲
吉
南
）

平
成
20
年
６
月
19
日　

同
意

永
年
勤
続
で
表
彰

　

平
成
20
年
５
月
28
日
全
国
市
議

会
議
長
会
総
会
、
平
成
20
年
４
月

17
日
茨
城
県
市
議
会
議
長
会
定
例

会
に
お
い
て
、
議
会
議
員
と
し
て

多
年
に
わ
た
り
、
地
方
自
治
の
発

展
と
市
政
の
向
上
に
貢
献
し
た
議

員
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

○
全
国
市
議
会
議
長
会
表
彰

（
敬
称
略
）

　
　
〈
議
員
在
職
15
年
以
上
〉

　
　
　

廣　

瀬　

義　

彰

　
　
　

山　

内　

庄
兵
衛

　
　
〈
議
員
在
職
10
年
以
上
〉

　
　
　

栗　

山　

千　

勝

　
　
　

圓
城
寺　

正　

道

　
　
　

関　
　
　

利　

夫

　

○
茨
城
県
市
議
会
議
長
会
表
彰

（
敬
称
略
）

　
　
〈
議
員
在
職
15
年
以
上
〉

　
　
　

廣　

瀬　

義　

彰

　
　
　

山　

内　

庄
兵
衛

　
　
〈
議
員
在
職
８
年
以
上
〉

　
　
　

栗　

山　

千　

勝

　
　
　

圓
城
寺　

正　

道

　
　
　

関　
　
　

利　

夫

　
　
　

桂　

木　

庸　

雄

　
　
　

矢　

口　

栄　

造
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議
題
に
な
っ
て
い
る
議
案
等
に
対
し
賛

成
・
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

○ 

承
認
第
１
号　

専
決
処
分
事
項
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

反
対
討
論

　

副
市
長
の
給
与
月
額
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
制
定
で
、
不
祥
事
に
伴
い
、

監
督
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
と
し

て
お
り
ま
す
が
、
か
す
み
が
う
ら
市
職

員
の
懲
戒
処
分
の
基
準
等
に
関
す
る
規

程
第
３
条
に
、
適
正
に
判
断
す
る
と
規

定
さ
れ
て
お
り
、
ど
れ
に
該
当
す
る
の

か
、
処
分
を
す
る
以
上
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本
人
の
申
出

で
特
例
措
置
、
専
決
処
分
は
な
じ
ま
な

い
内
容
で
あ
り
、
議
会
の
審
議
、
承
認

を
受
け
た
上
で
措
置
す
べ
き
も
の
と
考

え
ま
す
。

　

規
定
に
基
づ
い
て
管
理
責
任
、
本
人

の
責
任
を
明
確
に
し
、
公
正
な
措
置
を

行
う
こ
と
を
求
め
て
反
対
と
し
ま
す
。

賛
成
討
論

　

副
市
長
の
給
与
等
を
３
箇
月
間
減
額

す
る
と
い
う
特
例
条
例
の
制
定
で
あ
り

ま
す
。
副
市
長
が
自
ら
の
給
与
等
を
減

額
し
、
身
を
以
っ
て
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
再
び
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
職

員
に
示
し
、
戒
め
て
い
る
こ
と
に
意
義

を
感
じ
ま
す
。
専
決
処
分
の
あ
り
方
や

時
期
に
関
し
、
ご
意
見
は
あ
る
か
と
も

思
い
ま
す
が
、
職
員
意
識
を
改
善
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
を
評
価
し
、
承
認
す
べ

き
も
の
と
考
え
ま
す
。

○ 

承
認
第
２
号　

専
決
処
分
事
項
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

反
対
討
論

　

か
す
み
が
う
ら
市
税
条
例
の
一
部
改

正
で
す
が
、
３
点
に
つ
い
て
問
題
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
反
対
を
い
た
し

ま
す
。

　

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
税
金
等
が

拡
大
さ
れ
重
大
な
問
題
で
す
。
65
歳
以

上
の
介
護
保
険
料
に
加
え
、
４
月
か
ら

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
者
、
さ

ら
に
65
歳
か
ら
74
歳
の
世
帯
主
が
支
払

う
国
民
健
康
保
険
税
、
今
回
の
条
例
改

正
で
市
民
税
も
天
引
き
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

出
身
地
な
ど
へ
の
住
民
税
納
付
を
可

能
に
す
る
ふ
る
さ
と
納
税
で
す
が
、
今

必
要
な
の
は
、
地
方
間
の
財
政
格
差
是

正
と
い
う
地
方
交
付
税
の
本
来
の
機
能

を
回
復
さ
せ
て
、
充
実
さ
せ
て
い
く
こ

と
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

証
券
優
遇
税
制
が
一
部
継
続
さ
れ
る

こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
所
得
課
税
を
ゆ

が
め
る
金
持
ち
優
遇
税
制
は
廃
止
す
べ

き
と
考
え
ま
す
。

賛
成
討
論

　

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
は
、
都
会

に
転
出
し
た
者
が
、
自
分
の
生
ま
れ

育
っ
た
ふ
る
さ
と
に
貢
献
し
た
い
、
自

分
と
関
わ
り
の
深
い
地
域
を
応
援
し
た

い
と
い
う
趣
旨
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
条
例
が
、
貢
献
や
応

援
し
た
い
納
税
者
の
想
い
を
、
寄
付

金
納
税
控
除
と
し
て
、
市
民
税
に
お

い
て
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。

　

ま
た
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

は
、
市
役
所
や
金
融
機
関
に
出
向
く
な

ど
し
て
納
税
さ
れ
て
い
た
住
民
税
を
、

年
金
か
ら
納
税
す
る
こ
と
で
、
高
齢
で

あ
る
年
金
受
給
者
が
便
利
に
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

所
得
税
か
ら
住
民
税
へ
の
税
源
移
譲

に
よ
り
、
住
民
税
の
確
保
向
上
を
図
る

上
で
は
、
特
別
徴
収
制
度
を
公
的
年
金

だ
け
で
は
な
く
、
活
用
の
幅
を
検
証
す

べ
き
と
考
え
、
賛
成
と
い
た
し
ま
す
。

○ 

議
案
第
35
号　

平
成
20
年
度
か
す
み

が
う
ら
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）

反
対
討
論

　

再
編
交
付
金
に
つ
い
て
、
米
軍
再
編

に
反
対
す
る
立
場
で
す
が
、
一
方
で
の

住
民
被
害
を
緩
和
す
る
施
策
と
し
て
の

交
付
金
の
受
け
入
れ
は
必
要
と
考
え
ま

す
。
し
か
し
、
交
付
金
で
解
決
す
る
問

題
で
は
な
く
、
自
衛
隊
が
米
軍
と
一
緒

に
な
り
海
外
で
戦
争
す
る
方
向
を
目
指

し
て
い
る
こ
と
、
自
衛
隊
の
海
外
派
兵

恒
久
法
に
繋
が
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

統
合
保
育
所
整
備
事
業
に
か
か
わ
る

民
間
保
育
所
施
設
整
備
費
補
助
金
を
上

乗
せ
・
補
正
す
る
件
に
つ
い
て
反
対
し

ま
す
。

　

保
育
所
民
営
化
は
、
国
の
構
造
改
革

路
線
そ
の
も
の
で
あ
り
、
財
政
負
担
か

ら
の
発
想
で
場
当
た
り
的
な
対
応
に
終

始
し
て
お
り
ま
す
。
行
政
側
の
一
方
的

な
報
告
の
み
で
あ
り
、
市
民
、
利
用
者

に
民
営
化
に
関
す
る
情
報
を
的
確
に
提

供
し
た
上
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
行

う
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
内
容
が

極
め
て
不
透
明
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

民
営
化
に
つ
い
て
は
議
会
の
議
決
が
必

要
、
い
わ
ゆ
る
基
本
構
想
の
変
更
議
決

が
必
要
と
主
張
し
ま
す
。

賛
成
討
論

　

本
案
は
、
米
軍
の
訓
練
移
転
に
伴
う

再
編
交
付
金
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
整
備
事
業
補
助
金
、
霞
ヶ
浦
地

第
２
回
定
例
会
討
論
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区
に
お
け
る
統
合
保
育
所
整
備
事
業
補

助
金
な
ど
市
民
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
要
請

に
応
え
る
べ
く
予
算
措
置
の
内
容
で
あ

る
と
判
断
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
、
県
費
補
助
に
よ
る
農
業
振
興
費
の

ほ
か
、
学
校
施
設
等
に
お
け
る
ア
ス
ベ

ス
ト
調
査
の
計
上
や
、
早
期
対
応
が
必

要
と
さ
れ
る
経
費
の
予
算
措
置
と
考
え

る
も
の
で
す
。
交
付
金
の
増
額
は
、
市

長
及
び
担
当
の
努
力
の
賜
物
と
存
じ
ま

す
。
こ
の
恩
恵
を
当
市
の
少
子
高
齢
化

状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
バ
ス
に
よ
る
事
業

拡
張
は
妥
当
の
策
の
ひ
と
つ
の
も
の
と

期
す
る
も
の
で
す
。

○ 

議
案
第
38
号　

か
す
み
が
う
ら
市
国

民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

反
対
討
論

　

年
齢
で
差
別
す
る
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
は
、
直
ち
に
中
止
・
撤
廃
し
か

な
い
と
考
え
ま
す
。
今
回
、
限
度
額

が
医
療
分
47
万
円
、
後
期
高
齢
者
支
援

分
12
万
円
で
、
併
せ
て
59
万
円
と
な
り

３
万
円
の
値
上
げ
と
な
り
ま
す
。
国

は
、
年
々
限
度
額
の
大
幅
値
上
げ
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
高
額
所
得
と
見
ら

れ
る
方
々
も
生
活
実
態
は
厳
し
い
状
況

に
あ
り
、
負
担
増
と
な
る
の
が
実
情
で

す
。
値
上
げ
に
は
反
対
の
立
場
で
す
。

賛
成
討
論

　

４
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
対
し
、
支
援
金
を
負
担

す
る
こ
と
と
な
り
、
新
た
に
課
税
項
目

と
し
て
後
期
高
齢
者
支
援
金
が
設
け
ら

れ
、
課
税
限
度
額
も
定
め
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
世
帯
と
し
て
急
激
な
負
担

増
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
基
礎
課
税
に

係
る
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
56
万
円
か

ら
47
万
円
に
減
額
さ
れ
て
お
り
、
全
体

と
し
て
３
万
円
ア
ッ
プ
に
抑
え
ら
れ
て

お
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
当
市
の
限
度

額
も
政
令
で
定
め
ら
れ
た
額
と
す
る
こ

と
で
、
各
所
得
階
層
の
理
解
を
得
ら
れ

る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

制
度
運
用
を
図
る
た
め
の
条
例
改
正

で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
判
断

し
、
賛
成
す
る
も
の
で
す
。

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

【付託案件】
・副市長の給料月額の特例に関する条例について
・かすみがうら市税条例の一部を改正する条例について
・平成20年度かすみがうら市一般会計補正予算
・かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及
び費用弁償に関する条例の一部改正について

【審査内容】
Ｑ：ふるさと納税制度利用の具体的な手続き方法、ま

た、寄付した場合の税制措置はどのようになる
のか。歳入を増やす努力をするという観点から
も、受け入れ態勢を速やかに整備する必要があ
ると考える。

Ａ：寄付していただいた際には、領収書を発行しま
す。税控除については、申告時において税額控
除することになります。

Ｑ：コミュニティセンター整備事業補助金について、
修繕に対しても交付されるのか伺う。

Ａ：かすみがうら市米軍等の再編に係る補助金交付要
綱第３条、コミュニティセンター整備事業につ
いては、施設の機能を大幅に変える、防音設備
を新たに施工するというような大規模な改修事
業に該当するものです。

Ｑ：補助金は、原則として事業の完了後に交付される
と考えるが、大規模改修実施の場合、地元地区
において多額の資金準備が必要となるが、その
対応は。

Ａ：交付決定した事業に対して、７割を概算払いでき
ます。集落の持ち出し分について多少は猶予さ
れるのではないかと思います。

▲今年度改築される上根公民館

総務委員会
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【付託案件】
・平成20年度かすみがうら市一般会計補正予算
・かすみがうら市国民健康保険税条例の一部改正につ
いて
・かすみがうら市地域福祉センター建設審議会条例の
廃止について

【審査内容】
Ｑ：民間の保育所施設整備費について、保育所の設
置は２箇所、バス３台で500万円の補助とは。
また、補助の根拠は。

Ａ：南中学区内で設置する保育所の定員規模が150
名、北中学内の定員規模が100名で、100名を基
準にして、バス１台を目安にしています。南中
学区について100名を超えますので２台必要とい
う判断で、３台見込んでいます。全体の事業費
を１台当り500万円として３台で1,500万円、３分
の１補助で500万円になります。

　　国の次世代育成支援対策施設整備交付金の補助
の算出方法は、定額の補助になり、国の補助金
の２分の１に相当する金額を、市が国の補助金
と合わせて事業者に交付することになります。

Ｑ：ＴＴの非常勤講師の報酬は。
Ａ：１人当たり時給1,750円、年間1,015時間というこ
とで、事業の上限が決められています。１日６
時間から７時間程度で、予算の範囲でお願いし
ています。

Ｑ：理科支援員の賃金56万円ですが、どういう方
ですか。

Ａ：教員の資格を持っている方で、現在は在家庭の
方を予定しております。

▲佐賀小TT授業風景

【付託案件】
・平成20年度かすみがうら市一般会計補正予算
・下稲吉地内市道路線の認定について　２件
・上佐谷小学校存続並びに市街化調整区域内における
都市計画の見直し請願について

【審査内容】
Ｑ：農業振興費のいばらき農業元気アップチャレン
ジ事業費補助金の内容は。

Ａ：静電ノズルがついたカート式農薬散布機械７台
購入の補助金で、JA茨城千代田きゅうりのハ
ウス部会に交付するものです。県単補助になる
ので、申請には県と協議が必要です。

Ｑ：開発行為による市道路線の認定であるが、路盤
構成等、上下水道についての検査関係について
伺う。

Ａ：まず県が実施いたしますが、道路に関しては道
路管理課においても、下層路盤検査、上層路盤
検査、コア検査等を実施しております。

　　下水道についても、規定に従った指導の中で工
事を行い実地検査をしております。

Ｑ：都市計画区域と無指定区域の関係について伺う。
Ａ：都市計画区域内において、線引きしているとこ
ろは、市街化区域と調整区域に分かれています
が、区域内であっても用途区域の指定をしてい
ないところを一般に無指定区域と呼んでいます。

▲下稲吉地内市道認定道路

文教厚生委員会産業建設委員会



一般質問

（8）

▲まちづくり交付金による西成井バイパス整備事業

圓
城
寺
正
道 

議
員

被
保
険
者
証
の
発
行
基
準
を
検
証
・
検
討
し
た
い

国
民
健
康
保
険
証
の
短
期
発
行
に
つ
い
て
は

公
平
性
と
、
完
納
さ
れ
て
い
る
方
々

の
納
税
意
識
に
配
慮
し
つ
つ
、
滞
納

対
策
の
意
味
も
踏
ま
え
て
、
現
在
の

６
箇
月
よ
り
も
短
期
の
被
保
険
者
証

の
交
付
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

　

今
年
度
、
短
期
の
被
保
険
者
証

の
発
行
基
準
、資
格
者
証
の
発
行
、

回
復
基
準
等
を
検
証
・
検
討
し
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
証
の
短
期
発

行
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う

に
す
る
の
か
伺
う
。

　
市
民
部
長　

当
市
に
お
い
て

は
、「
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
短
期
有
効
被
保
険
者
証
交
付
要

項
」
に
お
い
て
、
基
本
的
に
原
則
６

箇
月
と
す
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
期

間
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
規
定

さ
れ
て
お
り
、
よ
り
短
期
の
被
保
険

者
証
を
交
付
す
る
こ
と
は
出
来
る
も

の
と
考
え
ま
す
。
納
税
者
に
対
す
る

　
下
水
道
加
入
に
つ
い
て
、
官

に
携
わ
る
者
の
進
捗
状
況
、

対
応
策
に
つ
い
て
伺
う
。

　
副
市
長　

加
入
率
の
向
上
を

図
る
う
え
で
も
、
早
期
接
続

は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
関
係
職
員

の
接
続
予
定
等
の
確
認
を
行
っ
た
結

果
、対
象
者
は
減
少
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
に
つ
い
て
も
、
職
員
と
し

て
の
自
覚
を
十
分
に
認
識
し
、
事
業

へ
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
、
個
人
面

談
等
を
行
い
推
進
し
ま
す
。

質 問 事 項
１．下水道関係について
　１）加入について　　　２）予算の執行について
２．水道関係について
　１）給水停止について　２）委託業務内容について
３．金融機関について　　１）指定金融関係について
４．新庁舎関係について　１）見直しについて
５．一般行政について
　１）健康保険関係について
　２）県国保団体連合会職員保険料 10 億着服について
　３）市長の公用車の廃止について
　４）議長の公用車の廃止について

　
市
長　

暫
定
税
率
の
失
効
に

伴
う
影
響
に
つ
い
て
は
、
暫

定
税
率
を
含
む
税
制
関
連
法
案
の
衆

議
院
に
お
け
る
再
可
決
に
よ
っ
て
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
な
ど
、
住
民

生
活
へ
の
深
刻
な
影
響
が
回
避
で
き

る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、

歳
入
欠
陥
が
発
生
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
、
速
や
か
に
国
の
責
任

に
お
い
て
適
切
な
補
填
措
置
を
講
じ

る
よ
う
要
請
を
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

委
譲
と
併
せ
そ
の
受
け
皿
と
な
る
市

の
人
材
育
成
は
急
務
で
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
行
政
評
価
と
併
せ
て
人
事

評
価
に
つ
い
て
も
取
り
組
み
を
進
め

て
お
り
、
市
役
所
全
体
の
レ
ベ
ル

ア
ッ
プ
を
図
る
と
と
も
に
、
市
民
と

の
協
働
に
よ
り
、
地
方
分
権
改
革
に

対
応
し
た
自
治
体
と
し
て
自
立
で
き

る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
道
路
特
定
財
源
の
関
連
法
に

よ
る
当
市
の
減
収
影
響
に
つ

い
て
伺
う
。

　
地
方
交
付
税
減
額
に
応
じ
る

当
市
歳
入
力
の
、
今
後
の
改

善
・
向
上
策
に
つ
い
て
伺
う
。

　
市
長　

景
気
低
迷
に
お
け
る

市
の
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、

地
方
交
付
税
は
、
三
位
一
体
の
改
革

等
様
々
な
名
目
の
下
で
減
額
さ
れ
て

お
り
、
地
域
間
に
お
け
る
格
差
拡
大

な
ど
、
地
方
の
活
性
化
を
阻
害
す
る

原
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
地

方
分
権
改
革
に
お
い
て
は
、
税
財
源

の
移
譲
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
権
限

古
橋　

智
樹 

議
員

再
可
決
に
よ
り
深
刻
な
影
響
を
回
避
し
た
が
歳
入
欠
陥
が
発
生

道
路
特
定
財
源
関
連
法
に
よ
る
当
市
の
減
収
影
響
は

質 問 事 項

▲国民健康保険被保険者証

１．景気低迷における市の歳入について
　１） 地方交付税減額に応じる当市歳入力の改善・向

上策について
　２） 道路特定財源の関連法による当市の減収影響に

ついて
２．街づくりの遂行と推敲のバランスについて
　１） 当市まちづくりの実権者（主人公）と議会への

希求について
　２） 総合計画事業の推進と再考におけるローリング

実態について

QQ AA QA
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Q
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一般質問

（9）

▲霞ヶ浦庁舎

果
あ
る
臭
気
吸
引
が
出
来
る
よ
う
、
整

備
を
し
て
い
る
状
況
で
す

　

市
と
し
て
も
月
１
回
程
度
連
絡
会
を

開
催
し
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
指
導
内

容
に
お
け
る
口
径
変
更
等
の
臭
気
改
善

等
に
つ
い
て
検
証
し
な
が
ら
、
事
業
者
・

関
係
機
関
と
連
携
を
密
に
し
、
対
策
を

講
じ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

を
含
め
た
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
大
型
養
鶏
場
か
ら
の
悪
臭
対
策

の
そ
の
後
に
つ
い
て
、
進
捗
状

況
と
対
策
を
伺
う
。

　
環
境
経
済
部
長　

２
月
ま
で
に

16
基
追
加
設
置
し
た
脱
臭
装

置
等
の
機
能
の
効
果
を
検
証
し
た
結

果
、
脱
臭
装
置
間
の
脱
臭
ダ
ク
ト
の
口

径
が
小
さ
い
た
め
十
分
に
機
能
を
果
た

し
て
い
な
い
と
の
指
摘
を
受
け
、
口
径

１
０
０
㎜
か
ら
２
５
０
㎜
へ
変
更
し
効

　
各
種
補
助
金
の
申
請
・
交
付
、

実
績
報
告
の
見
直
し
を
す
べ
き

で
あ
る
。

　
市
長　

補
助
金
は
、
自
治
体
が

そ
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の

有
効
な
手
段
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

執
行
は
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
行
政
改
革
を
進
め
る
中
で
、

現
下
の
財
政
環
境
や
市
民
主
体
の
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
い
く
新
し
い
時
代
変

化
を
考
え
ま
す
と
、
補
助
金
の
あ
り
方

質 問 事 項

中
学
校
の
２
校
が
、
県
の
適
正
規
模
の

基
準
を
下
回
る
状
況
で
す
。
当
市
に
お

い
て
は
、
地
域
に
お
け
る
学
校
施
設
の
歴

史
的
な
背
景
、
役
割
な
ど
を
踏
ま
え
通

学
時
に
お
け
る
安
全
対
策
、
教
育
内
容

の
充
実
、
効
率
的
な
学
校
経
営
な
ど
の

観
点
か
ら
、
学
区
の
編
成
や
統
合
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
今
年
度
中
に
保
護

者
・
地
域
の
意
向
等
を
聞
き
、
学
区
審

議
会
な
ど
で
協
議
し
、
基
本
的
な
考
え

方
を
整
理
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

舎
建
設
事
業
は
、
市
民
の
様
々
な
意
見

を
踏
ま
え
、
議
会
に
お
い
て
も
議
論
を

し
て
議
決
を
い
た
だ
き
、
事
業
を
進
め

て
お
り
「
住
民
投
票
」
に
つ
い
て
は
、
実

施
す
る
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
県
教
育
委
員
会
は
、
小
規
模
化
が

進
む
小
中
学
校
の
統
合
に
向
け
、

独
自
の
適
正
規
模
の
指
針
を
公
表
し
ま

し
た
。
教
育
委
員
会
の
見
解
を
伺
う
。

　
教
育
長　

小
学
校
で
は
下
稲
吉
、

下
稲
吉
東
小
学
校
を
除
く
11
校

が
、
中
学
校
で
は
北
中
学
校
と
千
代
田

　
当
市
の
市
民
団
体
な
ど
が
、「
１

市
２
庁
舎
方
式
が
固
定
化
さ
れ

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
合
併
以
来
の
課
題

で
あ
る
旧
２
町
の
融
和
や
行
政
間
の
合

理
化
・
効
率
化
、
市
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス

向
上
の
阻
害
要
因
に
な
る
」
と
し
て
、

「
霞
ヶ
浦
庁
舎
建
設
の
是
非
は
住
民
投
票

で
」
と
提
言
し
て
い
ま
す
。
市
長
の
見

解
を
伺
う
。

　
市
長　

住
民
投
票
や
ア
ン
ケ
ー

ト
等
は
、
政
策
判
断
と
し
て
と
き

に
は
必
要
で
あ
り
ま
す
が
、
霞
ヶ
浦
庁

佐
藤　

文
雄 

議
員

議
会
の
決
議
を
得
て
い
る
段
階
な
の
で
、
住
民
投
票
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん

「
霞
ヶ
浦
庁
舎
建
設
の
是
非
は
住
民
投
票
で
」
に
対
す
る
見
解
は
？

質 問 事 項

▲養鶏場

新
し
い
時
代
に
対
応
し
た
補
助
金
へ
の
見
直
し
を
推
進

市
の
補
助
金
等
の
見
直
し
を
す
べ
き
で
あ
る

栗
山　

千
勝 

議
員

１．新市建設計画について
２．入札制度の改善について
３．水道事業について
４．向原土地区画整理事業について
５．教育行政について
６．霞ヶ浦地区保育所統合事業について
７．国民健康保険制度について
８．後期高齢者医療制度について
９．広域行政について

１．行政全般について
　１） 霞ヶ浦庁舎実施設計委託契約を３月末日にした理由等につ

いて
　２）各種補助金交付から実施報告書について
　３）行政監査に力を入れたら良いと思うが監査委員の考えは　
　４）議会に監査委員が出席しなかった理由は
　５）市に行政オンブズマンを
　６）市の職員教育と懲戒委員会に提出された根拠資料はいかに
　７）市の懲戒委員会は外部からの委員も必要かと思うが
　８）職員教育について
　９）平成 20 年度の人事異動について
　10）大型養鶏場からの悪臭対策のその後について

QA A QQA

QA

QA

QA



一般質問

（10）

中
根　

光
男 

議
員

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
・
防
護
策
等
の
設
置
を
検
討

危
険
度
の
高
い
農
業
用
水
池
・
調
整
池
の
安
全
確
保
は

遊
び
場
に
な
っ
て
い
る
な
ど
子
ど

も
達
と
の
か
か
わ
り
が
多
い
と
思

わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
安
全
確

保
は
必
要
と
認
識
し
、
現
況
調
査

の
実
施
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
危

険
箇
所
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
道

路
管
理
の
部
署
、
農
地
内
に
あ
る

た
め
池
な
ど
は
地
元
土
地
改
良
区

等
の
地
域
の
協
力
を
得
な
が
ら
、

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
防
護
策
設
置
の

検
討
を
行
い
、
安
全
対
策
に
努
め

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

や
歩
道
整
備
、
交
差
点
改
良
な
ど

の
新
た
な
整
備
事
業
に
は
用
地
確

保
が
不
可
欠
で
あ
り
、
地
権
者
へ

理
解
を
お
願
い
し
、
整
備
促
進
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
通
学
路
や
道
路
脇
に
あ
る
農

業
用
水
池
や
調
整
池
の
危
険

度
の
認
識
、
安
全
対
策
に
つ
い
て

伺
う
。

　
環
境
経
済
部
長　

農
業
用
た

め
池
や
雨
水
の
調
整
池
は
、

隣
接
道
路
が
通
学
路
で
あ
っ
た
り
、

　
危
険
度
の
高
い
道
路
へ
の
歩

道
設
置
及
び
交
差
点
改
良
の

検
討
状
況
と
具
体
的
計
画
に
つ
い

て
伺
う
。

　
土
木
部
長　

歩
道
整
備
や
交

差
点
改
良
整
備
の
検
討
に

つ
い
て
は
、
地
域
か
ら
の
要
望
を

踏
ま
え
て
、
特
に
通
学
路
を
優
先

に
狭
隘
等
で
危
険
度
の
高
い
未
整

備
箇
所
の
把
握
を
行
い
、
計
画
的

に
解
消
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、

既
設
道
路
の
狭
隘
箇
所
拡
張
整
備

質 問 事 項
１．土木行政について
　１）道路環境整備の推進について
２．教育行政について　
　１）学校教育への取組みについて
　２）各学校への防犯カメラ・ミラー設置について
３．一般行政について　
　１）男女共同参画社会への推進状況について
４．農業行政について　
　１）農業アンケート調査結果に対する認識について
５．環境行政について　
　１） 危険度の高い農業用水地・調整池の安全確保について

　
保
健
福
祉
部
長　

当
市
に

お
い
て
、
平
成
20
年
５
月

現
在
、
人
口
４
万
４
，
８
４
５
人

に
対
し
65
歳
以
上
の
人
口
は
９
，

４
１
９
人
で
高
齢
化
率
21
％
で
あ

り
、霞
ヶ
浦
地
区
は
約
26
％
で
す
。

　

将
来
推
計
人
口
に
よ
る
と
12
年

後
の
平
成
32
年
度
に
は
、
高
齢
化

率
は
約
30
％
に
な
り
、
霞
ヶ
浦
地

区
に
お
い
て
も
約
36
％
と
予
測
さ

れ
、
今
後
、
少
子
高
齢
化
が
益
々

進
む
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
、
跨
線
橋

事
業
に
つ
い
て
も
こ
の
中
で
検
討

し
て
い
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
議
会
の
「
合
併
特
例
債

対
象
事
業
等
主
要
事
業
調
査
特
別

委
員
会
」
で
も
諮
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
委
員

会
に
よ
り
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　
10
年
後
の
霞
ヶ
浦
地
区
は

高
齢
化
率
44
％
と
い
う
驚

愕
の
予
測
に
つ
い
て
伺
う
。

　
合
併
特
例
債
事
業
第
１
号

跨
線
橋
整
備
の
進
捗
状
況

と
財
源
の
見
通
し
を
伺
う
。

　
土
木
部
長　

本
事
業
に
つ

い
て
は
、
昨
年
度
末
、
費

用
対
効
果
調
査
が
終
了
し
報
告
書

が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
庁
内
に
長
期
的
な
財
政

見
込
み
を
踏
ま
え
て
、
主
要
事
業

全
体
の
圧
縮
や
平
準
化
に
向
け
た

効
果
的
な
活
用
案
を
作
成
す
べ
く

「
合
併
特
例
債
事
業
等
主
要
検
討

古
川　

誠
一 

議
員

「
合
併
特
例
債
事
業
等
主
要
検
討
委
員
会
」
に
お
い
て
検
討

跨
線
橋
の
整
備
計
画
の
見
通
し
は

質 問 事 項

▲中志筑地内間沢池

▲下稲吉地内常磐線

１．一般行政について　
　１）再合併と行政内容の一体化について
　２） 跨線橋の整備計画について　３）神立駅東口開発について
２．環境行政について
　１）霞ヶ浦の浄化について　２）森林の保護育成について
３．福祉行政について　
　１）霞ヶ浦地区保育所民営化について
　２） 10 年後の霞ヶ浦地区高齢化率 44％という驚愕の予測に

ついて
４．生涯行政について
　１）公民館活動の充実化に向けて
　２）福祉バスの利用について

AA QQ QA

QA

QA

Q

A



所管事務調査

（11）

文教厚生委員会
《２月18日、５月26日、７月11日開催》
調査項目　○ 高齢者に負担増と差別医療を強いる2008年４月実施の後期高齢者医療制度の中止・撤

回求める請願、陳情について
　　　　　○障害者福祉、児童福祉、高齢者福祉および医療福祉に関する事項
　　　　　　・後期高齢者医療制度開始にあたり、かすみがうら市の現状について
　　　　　○ 小学校教育及び中学校教育に関する事項
　　　　　○教育・文化・体育施設及び福祉・保健施設に関する事項
　　　　　○委員会研修に関する事項

産業建設委員会
《１月４日、２月５日、４月25日、６月19日、７月10日開催》
調査項目　○所管の予算の執行状況について　　
　　　　　○道路整備について　　○環境衛生および公害に関する事項
　　　　　○ 通学路における道路施設設置要望
　　　　　○宍倉・下稲吉線整備効果検討業務委託結果報告について
　　　　　○わかさぎ孵化放流事業補助金について　　○大前地区ため池整備事業について
　　　　　○平成20年度の予算見込みについて　　○道路特定財源の現状の対応と今後について
　　　　　○つくばファームの悪臭問題について
　　　　　○下水道整備計画の見直しについて　　○五輪堂橋架け替えについて
　　　　　○工事発注状況及び今後の具体的計画、見通しについて

政治倫理条例制定特別委員会
　市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、市民全体の奉仕者と
して人格と倫理の向上に努め、市政に対する市民の信頼に応え、開かれた市政の発展に寄与するこ
とを目的とする。
　　　　　　　　　　平成19年６月19日設置　　委員長　　廣瀬　義彰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　山内庄兵衛
《３月17日、７月24日小委員会開催》
調査項目　○かすみがうら市議会議員の政治倫理条例（案）について
　　　　　○かすみがうら市議会議員の政治倫理に関する条例施行規則（案）について

合併特例債事業等主要事業調査特別委員会
　住民の付託に応えるため、議会としての考え方を集約し、より適切かつ円滑な市行政の運営に資
するよう努めるため、合併特例債事業を含む主要事業、老朽化対策とあわせ耐震化など学校施設の
整備に関する事項の調査検討を行う。
　　　　　　　　　　平成20年３月21日設置　　委員長　　関　利夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副委員長　桂木庸雄
《５月29日開催》
調査項目　○合併特例債対象事業等主要事業の概要について
　　　　　○事業調整の基本的な考え方について

総務委員会
《５月22日、７月４日、7月30日開催》
調査項目　○霞ヶ浦庁舎建設について　　○入札制度および契約に関する事項について
　　　　　○各種補助金について　　○定員適正化計画及び職員の採用について
　　　　　○訓令による予算措置について　　○税の納入状況について

○　閉会中に行われた常任委員会・特別委員会



コラム

（12）

　

最
近
の
青
少
年
を
め
ぐ
る
問
題
は
、

急
激
な
社
会
環
境
の
変
化
や
、
交
通
網

の
発
達
に
伴
う
行
動
範
囲
の
広
域
化
な

ど
に
よ
り
、
次
第
に
多
様
化
し
社
会
の

広
範
な
分
野
に
及
ぶ
な
ど
、
大
き
な
社

会
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、
次
代
を
担
う
青

少
年
の
健
全
育
成
に
つ
い
て
は
、
行
政

は
も
と
よ
り
家
庭
、
学
校
、
地
域
社
会

全
体
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

か
す
み
が
う
ら
市
に
お
い
て
も
、
市

街
化
区
域
を
中
心
と
し
て
都
市
化
の
進

展
と
核
家
族
化
、
少
子
化
な
ど
で
地
域

の
連
帯
感
が
希
薄
化
し
、
要
因
が
増
加

し
て
お
り
ま
す
。
青
少
年
の
健
全
育
成

は
、
地
域
社
会
全
体
の
責
任
と
し
て
認

識
し
、
相
互
の
連
帯
を
深
め
な
が
ら
社

会
環
境
の
浄
化
を
推
進
す
る
こ
と
が
急

務
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

当
市
で
は
、
皆
様
の
ニ
ー
ズ
に
対
応

し
た
、
理
想
の
新
市
建
設
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

今
後
も
、
市
民
の
皆
様
か
ら
、
ご
意

見
や
ご
要
望
を
伺
い
な
が
ら
、
よ
り
よ

い
「
議
会
だ
よ
り
」
の
編
集
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

（
編
集
委
員　
　

中
根
光
男
）

編
集
後
記

　

第
３
回
定
例
会
市
議
会
は
、
９
月
２
日
（
火
）
か
ら

開
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。
会
期
日
程
に
つ
い
て
は
、
お

知
ら
せ
版
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
会
議
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

政
務
調
査
費

《
４
月
》

　

17
日　

県
市
議
会
議
長
会
定
例
会

　

23
日　

関
東
市
議
会
議
長
会
理
事
会

　

24
日　

関
東
市
議
会
議
長
会

　

25
日　

市
町
村
長
・
市
町
村
議
会
議
長
会
議

　
　
　
　

産
業
建
設
委
員
会

《
５
月
》　　

　

１
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

８
日　

県
南
市
議
会
議
長
会
定
例
会

　

12
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

15
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

22
日　

総
務
委
員
会

　

26
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

28
日　

全
国
市
議
会
議
長
会

　

29
日　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　

 

合
併
特
例
債
事
業
等
主
要
事
業
調
査

特
別
委
員
会

《
６
月
》

　

５
日
〜
19
日　

第
２
回
定
例
会

　

19
日　

産
業
建
設
委
員
会

《
７
月
》

　

１
日
〜
２
日　

県
市
議
会
議
長
会
研
修

　

４
日　

総
務
委
員
会

　

10
日　

産
業
建
設
委
員
会

　

11
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

17
日　

議
会
運
営
委
員
会

　

22
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

24
日　

 

政
治
倫
理
条
例
制
定
特
別
委
員
会

小
委
員
会

　

30
日　

総
務
委
員
会

　

31
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

議
会
は
市
民
の
代
表
機
関
お
よ
び
議
決
機

関
と
し
て
、
市
長
な
ど
の
執
行
機
関
が
行
う

行
政
運
営
の
審
議
、
裁
決
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
政
務
調
査
費
」
は
、
議
会
が
こ
れ
ら
の
役

割
を
果
た
す
た
め
に
行
う
調
査
研
究
の
た
め

の
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、
議
会
の
会
派

ま
た
は
議
員
に
対
し
交
付
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

か
す
み
が
う
ら
市
議
会
の
政
務
調
査
費
は
、

「
地
方
自
治
法
」、「
か
す
み
が
う
ら
市
議
会
政

務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ

き
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
20
年
３
月
定
例
会
で
、
政
務

調
査
活
動
等
に
要
す
る
経
費
の
公
平
性
、
整

合
性
お
よ
び
支
出
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た

め
、
使
途
基
準
の
項
目
を
詳
細
に
明
示
す
る

こ
と
と
す
る
条
例
改
正
を
行
い
、
４
月
分
か

ら
適
用
し
て
い
ま
す
。

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。
電話  0299（59）2111　内線 1302
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/gikai/
メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.ibaraki.jp

平
成
20
年

第
３
回
定
例
会
市
議
会
の
お
知
ら
せ

議
会
日
誌


